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平成１８年１月１２日 

社会保険業務センター 

 

 

  年 金 生 活 情 報 ②    
 

 
 年金受給者のサービス情報等について、定期的（２か月に１回）に年金生活情報とし

て発信することを通じ、より一層のサービス向上に努めることとしています。 

 

 

年金の支払い、新規受給者の裁定（厚生年金、国民年金、基礎年金） 

 

○ 定時払い（１２月１５日） 

➢ 金額   ６兆 ６６６億円 
※１７年年金支払金額累計額（１月～１２月） ３６兆１６９９億円 

 

➢ 件数   ３千 ７１４万件 

➢ 年６回の支払のうち１２月支払分（１０・１１月の２か月分） 

 
＜参考＞ 平成１７年度 一般会計予算（文教及び科学振興費）５兆７２３５億円 

          〃     （防衛費）      ４兆８５６４億円 

平成１７年度 東京都一般会計予算全体      ５兆８５４０億円 

 

○ 新規の年金受給者（１０・１１月新規裁定者･･･新法厚生年金、基礎年金） 

➢ 老齢年金  ２１０，０４４ 人  (10 月 98,568 人､11 月111,476 人) 

➢ 障害年金   １３，５８６ 人  (10 月  6,641 人､11 月  6,945 人) 

➢ 遺族年金   ４１，６３８ 人  (10 月 19,579 人､11 月 22,059 人) 

 

 

公的年金等の源泉徴収票の発行 

 

➢ 発送予定件数   ２，９６５万件  

➢ １月１２日～２０日に、老齢または退職を支給事由とする年金を受けて

いる受給者に対して送付予定 
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年金記録の情報提供 

 

○ 裁定請求書の事前送付（封書）（１７年１０月より実施） 

➢ 送付件数 

１１月 ９５，５６４件    

１２月 ９６，４２２件 
※ 平成１７年送付件数累計（１７年１０月～１２月） ３１１，４９７件 

➢ 毎週月曜日、年金支給開始年齢（６０歳及び６５歳）到達をもって受

給権が発生する者に、氏名、生年月日及び年金加入記録等をあらかじめ

記載した裁定請求書を到達月の３か月前に送付 

 

 

○ 裁定請求等のご案内（はがき）（１７年１０月より実施） 

➢ 送付件数 

１１月 １７，４７２件    

１２月 １７，１１９件 
※ １７年送付件数累計（１７年１０月～１２月） ５７，０５４件 

➢ 毎週月曜日、６０歳到達後に受給権が発生する者に、６０歳到達月の

３か月前に送付 

 

 

○ 年金加入期間の確認のご案内（はがき）（１７年１０月より実施） 

➢ 送付件数 

１１月 １６，４００件    

１２月 １６，４２５件 
※ １７年送付件数累計（１７年１０月～１２月） ５３，８９４件 

➢ 毎週月曜日、社会保険庁で管理している年金加入記録のみでは、受給

資格が確認できない者に、年金加入期間の確認を促すご案内を６０歳到

達月の３か月前に送付 

 

 

○ 年金加入記録のお知らせ（封書） 

➢ 送付件数 

１１月 １５０，２８７件    

１２月 １４６，７９７件 
※ 平成１７年送付件数累計（１７年１月～１２月） １，６７２，０２８件 

➢ 毎週月曜日、５８歳到達者に到達月の翌々月に送付 
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○ 年金見込額のお知らせ（封書） 

➢ 送付件数 

１１月 ９５，３５８件    

１２月 ８０，０６０件 
※ 平成１７年送付件数累計（１７年１月～１２月） １，０５０，７６１件 

➢ 毎週木曜日、「年金加入記録のお知らせ」を送付した者のうち、年金見

込額の通知を希望された者に送付 

 

 

日米社会保障協定 

 

➢ 日米社会保障協定による年金請求申請件数 

 ６，８８０件（10/3 から 11/28 まで） 
※ 申請件数内訳  米国年金請求件数 ６，８６７件   日本年金請求件数 １３件 

 

➢ 米国社会保障制度への加入を免除するために必要な「適用証明書」発

行件数 

 １９，３２１件（10/3 から 11/30 まで） 
※ 適用証明書 ・・・ 日本の社会保障制度（年金・医療保険制度）に加入していること

を証明するもの 

 

 

年金相談（中央年金相談室） 

 

○ 年金電話相談件数 

➢ １１月 １４９，８８３件 

➢ １２月 １１１，５４８件 

    ※ １７年電話相談件数累計（１７年１月～１２月） ７４３，６７５件 

      （５６ブース→１００ブース（１７年８月）→１８０ブース（１７年１０月）に拡大） 

    ※ 主に受給者からの年金相談 （電話番号０５７０－０７－１１６５（年金受給者用）） 

 

○ 相談時間の延長 

➢ 毎月第２月曜日は１９時まで受付 

１２月１２日（月）・ １月１０日（火）実施 

 〖今後の予定〗  

２月１３日（月） 

 

➣ 毎月第２土曜日は９時３０分から１６時まで開庁 

１２月１０日（土）実施 

〖今後の予定〗 

１月１４日（土）・ ２月１１日（土） 


